
法律第六十八号（平二四・八・二二） 

◎社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一

部を改正する等の法律 

 （趣旨） 

第一条 この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築するこ

とが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断

に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として

行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を

同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うた

め、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）の一部を改正するとともに、その他の税制

の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。 

 （消費税法の一部改正） 

第二条 消費税法の一部を次のように改正する。 

  第一条の見出しを「（趣旨等）」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ２ 消費税の収入については、地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）に定め

るところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障

給付並びに尐子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 

  第九条第二項第一号中「次条第二項及び第十一条第四項」を「次条第二項、第十一条

第四項及び第十二条の三第一項」に改め、同号ロ中「百分の百二十五」を「六十三分の

八十」に改め、同条第七項中「及び同条第二項」を「、同条第二項及び第十二条の三第

三項」に改める。 

  第九条の二第二項第二号中「百分の百二十五」を「六十三分の八十」に改める。 

  第十二条の二の見出しを「（新設法人の納税義務の免除の特例）」に改め、同条の次

に次の一条を加える。 

  （特定新規設立法人の納税義務の免除の特例） 

 第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人（前条第一項に規定する新設法人及

び社会福祉法第二十二条（定義）に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲

げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。

以下この条において「新規設立法人」という。）のうち、その基準期間がない事業年

度開始の日（以下この項及び次項において「新設開始日」という。）において特定要

件（他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資（その新規設立法人が有する自

己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式

又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配

される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。）

に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者

及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規



設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税

売上高として政令で定めるところにより計算した金額（国又は地方公共団体が一般会

計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。）が五億

円を超えるもの（以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。）に

ついては、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間

（第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条

第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定に

より消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。）における課税

資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。 

 ２ 新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する

他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので、当該新

規設立法人の設立の日前一年以内又は当該新設開始日前一年以内に解散したもののう

ち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの（当該新

設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下この項にお

いて「解散法人」という。）がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある

法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。 

 ３ 前条第二項及び第三項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度

に含まれる各課税期間（第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。）

中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。この場合において、

前条第二項中「前項の新設法人」とあるのは「次条第一項の特定新規設立法人」と、

「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とある

のは「、この項若しくは次条第一項」と読み替えるものとする。 

 ４ 第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する

金額が五億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求めら

れた場合には、これに応じなければならない。 

 ５ 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

  第十五条第六項及び第十一項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。 

  第二十九条中「百分の四」を「百分の六・三」に改める。 

  第三十条第一項中「百五分の四」を「百八分の六・三」に改め、同条第六項中「百分

の百二十五」を「六十三分の八十」に改める。 

  第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百五分の四」を「百八分の六・

三」に改める。 

  第三十七条第二項第二号中「において同項」を「又は第十二条の三第三項の特定新規

設立法人である場合において第十二条の二第二項（第十二条の三第三項において準用す

る場合を含む。以下この号において同じ。）」に、「同項に規定する調整対象固定資



産」を「第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産」に改める。 

  第三十八条第一項中「百分の五」を「百分の八」に、「百五分の四」を「百八分の

六・三」に改める。 

  第三十九条第一項中「百五分の四」を「百八分の六・三」に改める。 

  第四十二条第一項中「及び第六項」を「、第六項及び第八項」に改め、同条第六項中

「この項」の下に「、第八項、第十項及び第十一項」を加え、同条第八項中「前各項」

を「第一項から第七項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項の次に次の

四項を加える。 

 ８ 第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対

象期間につき、同項の規定による申告書（以下この項及び第十一項において「六月中

間申告書」という。）を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提

出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当

該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六

月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間（同号に掲げる金額が二十四万円以

下であるものに限る。第十一項において同じ。）については、第六項ただし書の規定

は、適用しない。 

 ９ 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをや

めようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地

を所轄する税務署長に提出しなければならない。 

 10 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末

日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、

第八項の規定による届出は、その効力を失う。 

 11 第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末

日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中

間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定

による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に

提出したものとみなす。 

  第四十四条中「場合」の下に「（第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除

く。）」を加え、「第四十二条第一項各号」を「同条第一項各号」に改める。 

  第五十七条第一項第三号中「又は第三十七条第四項」を「、第三十七条第四項又は第

四十二条第九項」に改め、同条第二項中「第十二条の二第一項に規定する新設法人」を

「事業者が第十二条の二第一項に規定する新設法人又は第十二条の三第一項に規定する

特定新規設立法人」に、「事業者は」を「場合には」に、「当該事業者が新設法人に該

当することとなつた」を「その」に改める。 

第三条 消費税法の一部を次のように改正する。 

  第九条第二項第一号ロ及び第九条の二第二項第二号中「六十三分の八十」を「七十八



分の百」に改める。 

  第二十九条中「百分の六・三」を「百分の七・八」に改める。 

  第三十条第一項中「百八分の六・三」を「百十分の七・八」に改め、同条第六項中

「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。 

  第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百八分の六・三」を「百十分の

七・八」に改める。 

  第三十八条第一項中「百分の八」を「百分の十」に、「百八分の六・三」を「百十分

の七・八」に改める。 

  第三十九条第一項中「百八分の六・三」を「百十分の七・八」に改める。 

第四条から第六条まで 削除 

 （税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置） 

第七条 第二条及び第三条の規定により講じられる措置のほか、政府は、所得税法等の一

部を改正する法律（平成二十一年法律第十三号）附則第百四条第一項及び第三項に基づ

く平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載

された消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と地方を通じた税制に

関する抜本的な改革及び関連する諸施策について、次に定める基本的方向性によりそれ

らの具体化に向けてそれぞれ検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講

じなければならない。 

 一 消費課税については、消費税率（地方消費税率を含む。以下この号において同

じ。）の引上げを踏まえて、次に定めるとおり検討すること。 

  イ 低所得者に配慮する観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成二十四年法律第▼▼▼号。第六号において「番号

法」という。）による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する制度（次号ニ(3)及び第六号において「番号制度」という。）の本格的な

稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整

理と併せて、総合合算制度（医療、介護、保育等に関する自己負担の合計額に一定

の上限を設ける仕組みその他これに準ずるものをいう。）、給付付き税額控除（給

付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。）

等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能

性等を含め様々な角度から総合的に検討する。 

  ロ 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲

の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する。 

  ハ 第二条の規定の施行からイ及びロの検討の結果に基づき導入する施策の実現まで

の間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、

対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等につ

いて検討を行い、簡素な給付措置を実施する。 



  ニ 消費税の簡易課税制度の仕入れに係る概算的な控除率については、今後、更なる

実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、その水準について必要な見直しを行う。 

  ホ 消費税率が段階的に引き上げられることも踏まえ、消費税（地方消費税を含む。

以下ホからトまで及びヌにおいて同じ。）の円滑かつ適正な転嫁に支障が生ずるこ

とのないよう、事業者の実態を十分に把握し、次に定める取組を含め、より徹底し

た対策を講ずる。 

   (1) 消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するため、事業者等が消費税の転嫁及び価

格表示等に関して行う行為についての指針を策定し、その周知徹底を図り、相談

等を行うこと。 

   (2) 中小事業者向けに相談の場を設置するとともに、講習会の開催等を行うこと。 

   (3) 取引上の優越的な地位を利用して下請事業者等からの消費税の転嫁の要請を

一方的に拒否すること等の不公正な取引の取締り及び監視の強化を行うこと。 

   (4) 競争を実質的に制限することにより対価を不当に引き上げる行為を抑止する

ための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五

十四号）の厳正な運用及び便乗値上げ防止のための調査、監督及び指導を行うこ

と。 

   (5) 適正な転嫁等への取組を効果的に推進する観点から、関係行政機関の相互の

緊密な連携を確保し、総合的に対策を推進するための本部を内閣に設置すること。 

   (6) 消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅延等防止法（昭和三十一年法律第百

二十号）の特例に係る必要な法制上の措置を講ずること。 

  ヘ 取引に際しての価格表示と消費税との関係については、外税（消費税を含めた価

格を表示しない価格表示の方法をいう。）、内税（消費税を含めた価格を表示する

価格表示の方法をいう。）等に係る様々な議論を勘案しつつ、事業者間取引、相対

取引等におけるその表示の在り方を含め、引き続き、実態を踏まえつつ、様々な角

度から検討する。 

  ト 医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に

該当するものに対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係

る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医

療機関等の消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設

けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方については、引き続き

検討する。 

  チ 住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの

前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時

の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、住宅の取得に係る

必要な措置について財源も含め総合的に検討する。 



  リ 消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方公共団体の役割を拡大するため、

当面、現行の制度の下でも可能な納税に関する相談を伴う収受等の取組を進めた上

で、地方公共団体における体制の整備状況等を見極めつつ、消費税を含む税制の抜

本的な改革を行う時期を目途に、消費税及び地方消費税の申告を地方公共団体に対

して行うことを可能とする制度の導入等について、実務上の問題点を十分に整理し

て、検討する。 

  ヌ 酒税、たばこ税及び石油関係諸税については、個別間接税を含む価格に消費税が

課されることが国際的に共通する原則であることを踏まえ、国及び地方の財政状況、

課税対象となる品目をめぐる環境の変化、国民生活への影響等を勘案しつつ、引き

続き検討する。 

  ル 酒税については、類似する酒類間の税負担の公平性の観点も踏まえ、消費税率の

引上げに併せて見直しを行う方向で検討する。 

  ヲ 森林吸収源対策（森林等による温室効果ガスの吸収作用の保全等のための対策を

いう。）及び地方の地球温暖化対策に関する財源確保について検討する。 

  ワ 燃料課税については、地球温暖化対策等の観点から当分の間税率（租税特別措置

法（昭和三十二年法律第二十六号）及び地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六

号）附則の規定に基づく特例による税率をいう。）が維持されていること及び平成

二十四年度以降において石油石炭税の税率の上乗せを行うこととしたことも踏まえ、

引き続き検討する。 

  カ 自動車取得税及び自動車重量税については、国及び地方を通じた関連税制の在り

方の見直しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素

化、負担の軽減及びグリーン化（環境への負荷の低減に資するための施策をい

う。）の観点から、見直しを行う。 

  ヨ 印紙税については、建設工事の請負に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約

書及び金銭又は有価証券の受取書について負担の軽減を検討する。 

 二 個人所得課税については、次に定めるとおり検討すること。 

  イ 金融所得課税については、平成二十六年一月から所得税並びに個人の道府県民税

及び市町村民税（ニにおいて「個人住民税」という。）をあわせて百分の二十の税

率が適用されることを踏まえ、その前提の下、平成二十四年度中に公社債等に対す

る課税方式の変更及び損益通算の範囲の拡大を検討する。 

  ロ 給与所得控除については、給与所得者の必要経費に比して過大となっていないか

どうか等の観点から、実態を踏まえつつ、今後、その在り方について検討する。 

  ハ 年金課税の在り方については、年金の給付水準や負担の在り方など今後の年金制

度改革の方向性も踏まえつつ、見直しを行う。 

  ニ 個人住民税については、地域社会の費用を住民がその能力に応じて広く負担を分

かち合うという個人住民税の基本的性格（(2)において「地域社会の会費的性格」



という。）を踏まえ、次に定める基本的方向性により検討する。 

   (1) 税率構造については、応益性の明確化、税源の偏在性の縮小及び税収の安定

性の向上の観点から、平成十九年度に所得割の税率を比例税率（一の率によって

定められる税率をいう。以下(1)において同じ。）とした経緯を踏まえ、比例税

率を維持することを基本とする。 

   (2) 諸控除の見直しについては、地域社会の会費的性格をより明確化する観点か

ら、個人住民税における所得控除の種類及び金額が所得税における所得控除の種

類及び金額の範囲内であること並びに個人住民税における政策的な税額控除が所

得税と比較して極めて限定的であることを踏まえるとともに、所得税における諸

控除の見直し及び低所得者への影響に留意する。 

   (3) 個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方につ

いては、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体

の事務負担を踏まえつつ、検討する。 

 三 法人課税については、平成二十七年度以降において、雇用及び国内投資の拡大の観

点から、実効税率の引下げの効果及び主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、そ

の在り方について検討すること。 

 四 資産課税については、次に定めるとおり検討すること。 

  イ 事業承継税制（租税特別措置法第七十条の七から第七十条の七の四までの規定に

基づく相続税及び贈与税の特例をいう。）について、中小企業における経営の承継

の円滑化に関する法律（平成二十年法律第三十三号）に基づく認定の運用状況等を

踏まえ、その活用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図る措置について

検討を行い、相続税の課税ベース（課税標準とされるべきものの範囲をいう。附則

第二十一条において同じ。）、税率構造等の見直しの結果に基づき講ぜられる措置

の施行に併せて見直しを行う。 

  ロ 相続税について、老後における扶養の社会化が高齢者の資産の維持に寄与してい

る面もあることも踏まえ、課税方式を始めとした様々な角度から引き続きその在り

方を検討する。 

 五 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。 

  イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において

偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、

税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う。 

  ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を

見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国

と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。 

 六 番号制度については、税務における一層の適正かつ円滑な利用を確保する観点から、

番号法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律



の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第▼▼▼号）の公布

後、納税者の利便の向上、番号法第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十四項

に規定する法人番号の告知、本人確認の実効性の確保並びに調書の拡充による必要な

情報の収集等に関する各種の施策について、納税者及び事業者の事務負担等にも配慮

しつつ、引き続き検討すること。 

 七 国際的な取引に関する課税については、国際的な租税回避の防止、投資交流の促進

等の観点から必要に応じて見直すとともに、国際連帯税について国際的な取組の進展

状況を踏まえつつ、検討すること。 

 八 年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅

広い観点から検討し、実施すること。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 第一条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条及び第二十一条の規定 公

布の日 

 二 第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成二十七年十月一日 

 （消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則） 

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の消費税法

（以下附則第十四条までにおいて「新消費税法」という。）の規定は、この法律の施行

の日（以下附則第十五条までにおいて「施行日」という。）以後に国内において事業者

（消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第十六条までにおい

て同じ。）が行う資産の譲渡等（同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この

条及び附則第十五条において同じ。）及び施行日以後に国内において事業者が行う課税

仕入れ（同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第十六条までにおいて同

じ。）並びに施行日以後に保税地域（同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則

第十六条までにおいて同じ。）から引き取られる課税貨物（同項第十一号に規定する課

税貨物をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。）に係る消費税について適用し、

施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業

者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税

については、なお従前の例による。 

 （小規模事業者に係る納税義務の免除等に関する経過措置） 

第三条 事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等（消費税法第二条第

一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下附則第十六条までにおいて同

じ。）につき、同項第十四号に規定する基準期間若しくは同法第九条の二第四項に規定

する特定期間又は同法第十九条に規定する課税期間中に新消費税法第三十八条第一項に



規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に

係る消費税法第九条第一項、第十一条第四項若しくは第十二条第三項に規定する基準期

間における課税売上高、同法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高

又は同法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高の計算については、な

お従前の例による。 

 （特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置） 

第四条 新消費税法第十二条の三の規定は、施行日以後に設立される同条第一項に規定す

る新規設立法人で、同項に規定する特定新規設立法人に該当することとなるものについ

て適用する。 

 （旅客運賃等の税率等に関する経過措置） 

第五条 事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ

多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを施行日前に領収し

ている場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うとき

は、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第二条の規定による改正前の消費

税法（以下附則第十四条までにおいて「旧消費税法」という。）第二十九条に規定する

税率による。 

２ 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、

水道水及び電気通信役務（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第三

号に規定する電気通信役務をいう。）で施行日前から継続して供給し、又は提供してい

るものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成二十六

年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの（施行日以後初めて料

金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後であるもの（以下この項において

「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。）にあっては、当該確定したもの

のうち、政令で定める部分）の当該確定した料金（特定継続供給等に係る課税資産の譲

渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限

る。）に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定

する税率による。 

３ 事業者が、平成八年十月一日から平成二十五年十月一日（以下この項から第五項まで

及び附則第七条第一項において「指定日」という。）の前日までの間に締結した工事

（製造を含む。）の請負に係る契約（これに類する政令で定める契約を含む。）に基づ

き、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲

渡等（指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前

の対価の額に相当する部分に限る。）に係る消費税については、旧消費税法第二十九条

に規定する税率による。 

４ 事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係

る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っ



ている場合において、当該契約の内容が、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲

げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税について

は、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸

付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けにつ

いては、この限りでない。 

 一 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められているこ

と。 

 二 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる

旨の定めがないこと。 

 三 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨

の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当している

こと。 

５ 事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る

契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもの

であって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約と

して政令で定めるものに基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合に

おいて、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消

費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後に

おいて当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。 

 一 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。 

 二 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる

旨の定めがないこと。 

６ 第一項から第三項まで、第四項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲

渡等に係る新消費税法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、

新消費税法第三十八条第一項中「百分の八」とあるのは「百分の五」と、「百八分の

六・三」とあるのは「百五分の四」と、新消費税法第三十九条第一項中「百八分の六・

三」とあるのは「百五分の四」とする。 

７ 事業者が、第一項から第三項まで、第四項本文又は第五項本文の規定の適用を受けた

事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若し

くは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消

費税法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用について

は、これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四」とする。 

８ 事業者が、第三項又は第四項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場

合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたもので

あることについて書面により通知するものとする。 

 （長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関す



る経過措置） 

第六条 事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等

につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額

で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の

課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率によ

る。 

２ 前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

 （工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経

過措置） 

第七条 事業者が、指定日から施行日の前日までの間に締結した消費税法第十七条第一項

に規定する長期大規模工事（以下この項において「長期大規模工事」という。）又は同

条第二項に規定する工事（以下この項において「工事」という。）の請負に係る契約に

基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大

規模工事又は工事に係る対価の額につき、施行日の属する年又は事業年度以前の年又は

事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、当該長期大規模工事又は工事の

目的物のうち当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの期間に対

応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税

資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。 

２ 附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

３ 附則第五条第七項の規定は、事業者が、第一項の規定の適用を受けた事業者から同項

の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合（当該引渡しを受けた目的物に係る

対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。）について準用する。 

４ 事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手

方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定

の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。 

 （小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関す

る経過措置） 

第八条 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税資産の譲渡等に

つき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、

当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率

による。 

２ 附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

３ 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該

課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに

係る新消費税法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除

等については、なお従前の例による。 



 （仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関す

る経過措置） 

第九条 事業者が、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に新消

費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該

仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算

については、なお従前の例による。 

 （納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関

する経過措置） 

第十条 新消費税法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において譲り受けた課

税仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に

該当するものを施行日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当

該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整について

は、なお従前の例による。 

２ 前項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人

又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。この場合に

おいて、前項中「第三十六条第一項の事業者」とあるのは「第三十六条第三項の個人事

業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割

法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分

割法人が保税地域」と読み替えるものとする。 

３ 第一項の規定は、消費税法第三十六条第五項の事業者が、同法第九条第一項本文の規

定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。 

 （売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置） 

第十一条 新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行

った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等

をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控

除については、なお従前の例による。 

 （貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置） 

第十二条 新消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行

った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じた

ため、施行日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をす

ることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲

渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。 

 （課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置） 

第十三条 新消費税法第四十二条第八項の規定は、同項に規定する六月中間申告対象期間

に係る課税期間（消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。次項及び附則第十六条

第一項において同じ。）が施行日以後に開始するものについて適用する。 



２ 施行日以後に終了する課税期間（みなし課税期間（消費税法第四十三条第一項に規定

する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該

中間申告対象期間をいう。附則第十六条第一項において同じ。）にあっては、その末日

が施行日以後である当該みなし課税期間。以下この項において同じ。）において附則第

二条から前条まで及び次条の規定により旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用さ

れる課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る消費税法第四十二条

第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事

項を記載したもの及び同法第四十五条第一項の規定による申告書については、同法第四

十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」と

あるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法

第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税

率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。 

 （国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置） 

第十四条 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、施行日

前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年

度の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、

旧消費税法第二十九条に規定する税率による。 

２ 附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。 

３ 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、施行日前に行

った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が施行日

以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条まで並び

に第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、

なお従前の例による。 

４ 消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行っ

た課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前三項の規定に準じ

て、政令で定める。 

 （第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則） 

第十五条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税

法（次条において「二十七年新消費税法」という。）の規定は、附則第一条第二号に定

める日（以下この条及び次条において「一部施行日」という。）以後に国内において事

業者が行う資産の譲渡等、国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き

取られる課税貨物に係る消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間

に国内において事業者が行った資産の譲渡等、国内において事業者が行った課税仕入れ

及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。 

 （第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置） 

第十六条 附則第三条、第十一条及び第十二条の規定は一部施行日前に国内において行っ



た課税資産の譲渡等につき一部施行日以後に二十七年新消費税法第三十八条第一項に規

定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は二十七年新消費税法第三十九条第一項

に規定する領収をすることができなくなった場合について、附則第五条第一項から第五

項まで及び第七条第一項の規定は一部施行日前の契約に基づき一部施行日以後に国内に

おいて課税資産の譲渡等を行う場合について、附則第六条第一項の規定は一部施行日前

に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に係る賦払金の支払の期日

が一部施行日以後に到来する場合について、附則第八条第一項及び第三項並びに第十四

条第一項、第三項及び第四項の規定は同法第十八条第一項の個人事業者又は同法第六十

条第二項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体若しくは同条第三項の規定の適

用を受ける法人が一部施行日前に行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れの対価の計上

の時期が一部施行日以後となる場合について、附則第九条の規定は一部施行日前に国内

において行った課税仕入れにつき一部施行日以後に二十七年新消費税法第三十二条第一

項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第十条の規定は一

部施行日前に行った課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域から引き取った課税貨物で

棚卸資産に該当するものを一部施行日以後有している場合について、附則第十三条第二

項の規定は一部施行日以後に終了する課税期間（みなし課税期間にあっては、その末日

が一部施行日以後である当該みなし課税期間）において第三条の規定による改正前の消

費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合におけ

る同項に規定する申告書について、それぞれ準用する。この場合において、附則第三条

中「施行日前」とあるのは「施行日から附則第一条第二号に定める日（以下附則第十四

条までにおいて「一部施行日」という。）の前日までの間」と、「新消費税法」とある

のは「第三条の規定による改正後の消費税法（以下附則第十四条までにおいて「二十七

年新消費税法」という。）」と、附則第五条第一項中「施行日前」とあるのは「施行日

から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、

「第二条」とあるのは「第三条」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税

法」と、同条第二項中「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「平成二十六年四月三

十日」とあるのは「平成二十七年十月三十一日」と、「同月三十日」とあるのは「同月

三十一日」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、同条第三項中

「平成八年十月一日」とあるのは「平成二十五年十月一日」と、「平成二十五年十月一

日」とあるのは「平成二十七年四月一日」と、「指定日」とあるのは「二十七年指定

日」と、「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七

年旧消費税法」と、同条第四項及び第五項中「平成八年十月一日から指定日」とあるの

は「平成二十五年十月一日から二十七年指定日」と、「施行日」とあるのは「一部施行

日」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、「、指定日」とあるの

は「、二十七年指定日」と、附則第六条第一項中「施行日前」とあるのは「施行日から

一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、



「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、附則第七条第一項中「指定日」

とあるのは「二十七年指定日」と、「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「旧消費

税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、附則第八条第一項中「施行日前」とある

のは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施

行日以後」と、「旧消費税法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、同条第三項及び

附則第九条中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と、

「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、「新消費税法」とあるのは「二十七

年新消費税法」と、附則第十条第一項、第十一条及び第十二条中「新消費税法」とある

のは「二十七年新消費税法」と、「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日の前

日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、附則第十三条第二

項中「施行日」とあるのは「一部施行日」と、「規定する税率」とあるのは「規定する

税率又は附則第十五条及び第十六条の規定により二十七年旧消費税法第二十九条に規定

する税率」と、附則第十四条第一項中「施行日前」とあるのは「施行日から一部施行日

の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以後」と、「旧消費税

法」とあるのは「二十七年旧消費税法」と、同条第三項中「施行日前」とあるのは「施

行日から一部施行日の前日までの間」と、「施行日以後」とあるのは「一部施行日以

後」と、「新消費税法」とあるのは「二十七年新消費税法」と、同条第四項中「施行日

前」とあるのは「施行日から一部施行日の前日までの間」と読み替えるものとする。 

２ 附則第五条第六項の規定は前項において読み替えて準用する同条第一項から第三項ま

で、第四項本文又は第五項本文の規定（以下この項において「経過措置規定」とい

う。）の適用を受ける課税資産の譲渡等（以下この項において「経過措置譲渡等」とい

う。）に係る二十七年新消費税法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用

について、附則第五条第七項の規定は事業者が経過措置規定の適用を受けた事業者から

経過措置譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該経過措置譲渡等に

係る役務の提供を受けた場合における二十七年新消費税法第三十条第一項、第三十二条

第一項及び第三十六条第一項の規定の適用について、附則第五条第八項の規定は事業者

が経過措置譲渡等（前項において読み替えて準用する同条第三項又は第四項本文の規定

の適用を受けるものに限る。）を行った場合について、それぞれ準用する。この場合に

おいて、附則第五条第六項中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、「百分の五」と

あるのは「百分の八」と、「百八分の六・三」とあるのは「百十分の七・八」と、「百

五分の四」とあるのは「百八分の六・三」と、同条第七項中「百八分の六・三」とある

のは「百十分の七・八」と、「百五分の四」とあるのは「百八分の六・三」と読み替え

るものとする。 

３ 前項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は第一項において読み替え

て準用する附則第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定

の適用を受ける場合について、前項において読み替えて準用する附則第五条第七項の規



定は第一項において読み替えて準用する附則第七条第一項の規定の適用を受けた事業者

から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合（当該引渡しを受けた目的

物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。）について、

附則第七条第四項の規定は第一項において読み替えて準用する同条第一項の規定の適用

を受けた目的物の引渡しを行った場合について、それぞれ準用する。 

 （罰則に関する経過措置） 

第十七条 第二条及び第三条の規定のそれぞれの施行前にした行為及びこの附則の規定に

よりなお従前の例によることとされる消費税に係る第二条及び第三条の規定のそれぞれ

の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （消費税率の引上げに当たっての措置） 

第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施

するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二

十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度

かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期

に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。 

２ 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が

国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦

略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国

経済の成長等に向けた施策を検討する。 

３ この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、

経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税

率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び

実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、

経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。 

 （政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 

 （所得税に係る措置） 

第二十条 所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税

率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に

基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。 

 （資産課税に係る措置） 

第二十一条 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進

展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有

する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から

の贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な



法制上の措置を講ずる。 

（総務・財務・内閣総理大臣署名） 


